
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断
熱箱体の天面後方を庫内側に凹ませて形成した機械室と、前記機械室内に収容した冷凍サ
イクルの圧縮機とを有し、前記外箱を金属板で形成し、前記圧縮機を載置する前記機械室
の外郭を樹脂で形成した

冷蔵庫。
【請求項２】
　前記機械室内に前記圧縮機を強制冷却する送風機をさらに収容し、前記送風機を樹脂で
形成された機械室の前記外郭に固定した請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記機械室内に前記圧縮機と冷媒配管で接続される凝縮器をさらに収容し、前記凝縮器
を前記送風機により強制冷却する請求項２に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記送風機を前記圧縮機と前記凝縮器との間に配置し、前記送風機により前記機械室内
を左右に区画し、前記送風機を挟んで前記圧縮機を収容する第１の区画と前記凝縮器を収
容する第２の区画とを区画形成した請求項３に記載の冷蔵庫。
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ものであって、前記外箱の前記機械室が対応する部分に切り欠き
部が設けられ、前記切り欠き部に前記機械室の樹脂で形成した前記外郭を係合させ、前記
内箱と金属板で形成した前記外箱と前記機械室の樹脂で形成した前記外郭との空間に発泡
断熱材を充填して前記断熱箱体を接合形成し、前記発泡断熱材と接合する前記機械室の樹
脂で形成した前記外郭上に前記圧縮機を載置した



【請求項５】
　前記送風機は樹脂製の外郭を有し、樹脂製の前記外郭を樹脂で形成された機械室の前記
外郭に係合させて前記第１の区画と前記第２の区画との間を区画した請求項４に記載の冷
蔵庫。
【請求項６】
　前記第１の区画と前記第２の区画との間に高さ方向の段差部を形成した請求項４または
５に記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　機械室の前記外郭を前壁と底壁と両側壁とを有する断面略Ｌ字状に樹脂で形成した請求
項１から６のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項８】
　機械室の外郭の前記各壁の端面にフランジ面を設けた請求項７に記載の冷蔵庫。
【請求項９】
　前記外箱は、少なくとも両側面板と天面板とを金属板で一体に折曲形成した

に記載の冷蔵庫。
【請求項１０】
　前記外箱は、少なくとも両側面板と天面板とを分離された金属板で接合形成した

に記載の冷蔵庫。
【請求項１１】
　外箱の前記切り欠き部は、両側部に平面部を残して前記天面板に形成した

に記載の冷蔵庫。
【請求項１２】
　外箱の前記切り欠き部の周縁端部の天面板に補強構造を施した に記載の冷蔵
庫。
【請求項１３】
　外箱の前記両側面板と機械室の外郭の前記両側壁とをそれぞれ対面させて接合した

に記載の冷蔵庫。
【請求項１４】
　切り欠き部の両側部に形成した外箱の前記平面部に機械室の外郭両側壁の前記フランジ
面を重合させて接合した に記載の冷蔵庫。
【請求項１５】
　外箱の前記両側面板と機械室外郭の前記両側壁とを空間をおいてそれぞれ対面させ、前
記空間内に断熱材を設けた に記載の冷蔵庫。
【請求項１６】
　外箱と内箱との間に発泡断熱材を充填発泡させ、前記空間内にも前記発泡断熱材を充填
発泡させた に記載の冷蔵庫。
【請求項１７】
　前記空間内にさらに補強材を設けた に記載の冷蔵庫。
【請求項１８】
　両側に設けた前記補強材を連結する連結部材をさらに設けた に記載の冷蔵庫
。
【請求項１９】
　前記連結部材を冷蔵庫運搬用の取っ手とした に記載の冷蔵庫。
【請求項２０】
　前記圧縮機を載置する機械室の前記外郭の底壁の裏面に補強板を有し、前記補強板上に
前記圧縮機を支持固定した に記載の冷蔵庫。
【請求項２１】
　前記圧縮機を載置する載置板を有し、前記載置板を介して 圧縮機を支持
固定した に記載の冷蔵庫。
【請求項２２】
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請求項１か
ら８のいずれか一項

請求項
１から８のいずれか一項

請求項１から
８のいずれか一項

請求項１１

請求
項７から１２のいずれか一項

請求項１３

請求項１３または１４

請求項１５

請求項１５または１６

請求項１７

請求項１８

請求項１から１９のいずれか一項

前記機械室内に
請求項１から２０のいずれか一項



　前記機械室内と外部との空気の流通口を備えた機械室カバーをさらに設け、樹脂で形成
された機械室の前記外郭に係合させて前記機械室の開放面を覆った

に記載の冷蔵庫。
【請求項２３】
　機械室カバーの前記流通口は、前記第１の区画に設けた排気口と前記第２の区画に設け
た吸気口とよりなる に記載の冷蔵庫。
【請求項２４】
　前記機械室カバーを に記載の補強材に固定した に記載
の冷蔵庫。
【請求項２５】
　機械室の前記外郭に冷媒配管の連通溝を形成した に記
載の冷蔵庫。
【請求項２６】
　外箱の両側面板に真空断熱材を貼着し、前記真空断熱材を外箱の両側面板と機械室外郭
の両側壁との間の前記空間内に延在させた に記載の冷蔵庫。
【請求項２７】
　機械室の前記外郭の裏面に真空断熱材を帖着した に記
載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は圧縮機を天面部に載置した冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、冷蔵庫は地球環境保護の観点から更なる省エネルギー化が進むとともに、その使
い勝手や収納性の向上が求められている。
【０００３】
　従来この種の冷蔵庫は、最下部に配設された貯蔵室の収納容積の拡大を図る目的のため
に、断熱箱体の貯蔵室内最上部の後背部が下がるように窪ませた凹部を設け、その凹部に
冷凍サイクルの構成機器を収納するという方法がとられていた（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　図８は、従来の冷蔵庫の断面図である。図９は従来の冷蔵庫を後方より見た要部斜視図
である。
【０００５】
　図に示すように、断熱箱体１の外壁を形成する一般的には鋼板製の外箱２と、断熱箱体
１の庫内壁を形成する一般的には樹脂製の内箱３と、外箱２と内箱３の間に発泡充填させ
た発泡ウレタン断熱材４からなり、上から順に、冷蔵室５、冷凍室６、野菜室７を有し、
冷蔵室５の前面開口には、冷蔵室回転扉８を設けている。また、断熱箱体１の中央から下
方部に位置する冷凍室６と野菜室７は収納性と使い勝手を考慮して、簡易に取り出しが行
える引き出しタイプの冷凍室引き出し扉９と野菜室引き出し扉１２を設けてある。
【０００６】
　断熱箱体１に設けた凹部２０は、外箱上面２１と外箱背面２２に渡る天面後背部を冷蔵
室５の最上部の後背部が下がるように凹ませた箇所である。凹部２０はその左右が断熱箱
体１の左右壁２３，２４にて塞がれ上方および背方に開放しており、この凹部２０の開放
部は、上板２５とこれにほぼ直角な背板２６とからなる凹部カバー２７にて覆われている
。また、凹部カバー２５はネジなどにて外箱２の鋼板に取外し可能に固定されている。
【０００７】
　冷凍サイクルの構成機器である圧縮機３１と凝縮器３２は共に凹部２０内に収まるよう
に配設され、凝縮器３２の前面に対向して設けられた凝縮器冷却用の機械室ファン３３と
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請求項１から２１のい
ずれか一項

請求項２２

請求項１７ 請求項２２または２３

請求項１から２４のいずれか一項

請求項１５または１６

請求項１から２５のいずれか一項



併せて凹部カバー２７にて覆われている。
【０００８】
　また、圧縮機３１は弾性部材等を介して凹部２０内の底壁に直接支持され載置されてお
り、機械室ファン３３も凹部２０内の前壁に直接支持されている。
【０００９】
　また、凹部カバー２７の上板２５と背板２６には、放熱のために複数の通気口３４，３
５がそれぞれ設けられており、その配置構成から、上板２５に開口した通気口３４を吸気
口とし、背板２６に開口した通気口３５を排気口としている。
【００１０】
　また、冷凍サイクルの構成機器である蒸発器３６は冷凍室６の後背部に冷却ファン３７
と共に配設されており、最下部の貯蔵室である野菜室７は奥行き深く構成してある。
【００１１】
　これにより、断熱箱体１の背面下部に圧縮機３１や凝縮器３２を収納するものと比較し
て、野菜室７の内容積を大きく、深く構成できる。また、高圧機器を断熱箱体１の上部に
配置しても、使用者の手が届きにくくて使いにくいために敬遠される天面後背部のスペー
スに高圧機器の収容部となる凹部２０を設けているため、最上部の貯蔵室である冷蔵室５
の使い勝手を実質的に損ねることがないものである。
【特許文献１】特開２００１－９９５５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記従来の構成では、断熱箱体１を直接凹ませて凹部２０を形成してい
るため、圧縮機３１などの比較的外形の大きな高圧機器等を収容する関係上、凹部２０の
両側部に左右壁２３，２４を有する場合は特に、外箱上面２１と外箱背面２２の鋼板を一
体絞り加工したり、外箱上面２１と外箱背面２２の鋼板を折曲加工して接合したりする製
造上相当に困難であり、作業性が悪く製造コストもかさむという問題点があった。
【００１３】
　また、凹部２０の内壁が断熱箱体の外箱２の表面となるため、騒音，振動発生源である
圧縮機３１や機械室ファン３３を外箱２に直接支持する構成となり、これらの騒音，振動
は、凹部２０を介し冷蔵室５等の庫内へ透過する。特に使用者が冷蔵庫回転扉８を開けた
場合に、冷蔵庫正面側へ漏れやすく、その結果、騒音，振動発生源である圧縮機３１，機
械室ファン３３が高さ的に人間の耳の高さに近い箇所にあるため、騒音が気になったり、
扉開閉時等にヒンジ機構で断熱箱体１に枢支される冷蔵庫回転扉８に触れた場合に振動が
伝わりやすく、冷蔵庫本体が共振して他の部品（例えば、冷蔵室５内の食品収納棚）へ伝
播し、その部品が振動することによる共振音が発生する、という問題点があった。
【００１４】
　さらには、凹部２０内への圧縮機３１，凝縮器３２，機械室ファン３３等の収容部品の
取り付けを凹部２０の内壁面に直接行うことになるため、部品の位置決めなどを含めて作
業性が悪く、取り付けばらつきが生じやすくなって騒音，振動を助長する原因にもなる、
という問題点もあった。
【００１５】
　また、断熱箱体のフレームは、例えば０．５ｍｍ程度の鋼板製の外箱２と２ｍｍ程度の
薄肉ＡＢＳでできた内箱３及びで内部の発泡ウレタン断熱材４を覆う３層構造となるが、
断熱箱体１の上部は凹部２０により矩形形状ではなく異形となるため、強度が不十分であ
った。
【００１６】
　したがって、圧縮機３１１および機械室ファン３３が動作する時、これらによる振動が
断熱箱体１に直接的に伝播すると、共振音がさらに大きくなる懸念があった。
【００１７】
　また、凹部２０の周辺強度が不十分であると、冷蔵庫本体の運搬時に必要な取っ手の取
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り付け強度が不十分となり、運搬時の安全性を確保することが容易ではない、という問題
点があった。
【００１８】
　また、凹部２０内での凝縮器３２と機械室ファン３３の配置関係と吸気用の通気口３４
と，排気用の通気口３５の配置関係が、凹部２０の奥行き方向に並べられているため、凹
部２０内のスペースが有効に活用されておらず、機械室ファン３３による圧縮機３１の冷
却効果も含めて凹部２０内の放熱効率が十分に高められない構成であり、凹部２０内の温
度上昇により冷蔵室５内への熱漏洩による省エネルギー面での影響が生じる懸念があった
。
【００１９】
　また、凹部２０内に収容した圧縮機３１，凝縮器３２に冷凍サイクルの冷媒配管を接続
する際には、外箱上面２１と外箱背面２２の鋼板を貫通して冷媒配管を配設しなければな
らず、貫通部における冷媒配管の支持固定やシール性が不十分なものになり、冷媒配管の
折れ等の損傷や発泡ウレタン断熱材４の漏れ等が生じる問題点があった。
【００２０】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、圧縮機を断熱箱体の天面部に凹部を設け
て設置する冷蔵庫において、圧縮機を収容する凹部の組み立ての簡素化と精度の向上を通
じて構造強度の向上を図り、騒音，振動の伝播を抑制するとともに、省エネルギー化にも
寄与する冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、外箱と内箱と前記外箱と前記内
箱との間に設けた断熱材とよりなる断熱箱体と、前記断熱箱体の天面後方を庫内側に凹ま
せて形成した機械室と、前記機械室内に収容した冷凍サイクルの圧縮機とを有し、前記外
箱を金属板で形成し、前記圧縮機を載置する前記機械室の外郭を樹脂で形成した

ものである。
【００２２】
　これによって、圧縮機を収容する異形で複雑な形状の機械室部分を樹脂成形で別途一体
に形成することができ、機械室の組み立て工程において簡素化による作業性の向上と組み
立て精度の向上が図れる。また、機械室外郭の樹脂成形における補強構造や外箱との接合
構造を適切なものとすることにより剛性が高くなり、かつ鋼板に代表される金属板製の外
箱と材質の異なる樹脂成形の機械室外郭を接合することによって圧縮機の騒音，振動が冷
蔵庫本体への伝播するのを抑制することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の冷蔵庫は、圧縮機を収容する機械室を冷蔵庫本体の天面部に形成した冷蔵庫に
おいて、機械室の組み立て作業性と組み立て精度の向上が図れ、圧縮機上部配置型の冷蔵
庫を高い品質で合理的に提供することができる。また、機械室外郭の剛性が高くなり、圧
縮機の騒音，振動の伝播を抑制し、庫内部品の共振音の発生等も防止して使用者や居住者
の不快感を拭うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　請求項１に記載の発明は、外箱と内箱と前記外箱と前記内箱との間に設けた断熱材とよ
りなる断熱箱体と、前記断熱箱体の天面後方を庫内側に凹ませて形成した機械室と、前記
機械室内に収容した冷凍サイクルの圧縮機とを有し、前記外箱を金属板で形成し、前記圧
縮機を載置する前記機械室の外郭を樹脂で形成した
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ものであ
って、前記外箱の前記機械室が対応する部分に切り欠き部が設けられ、前記切り欠き部に
前記機械室の樹脂で形成した前記外郭を係合させ、前記内箱と金属板で形成した前記外箱
と前記機械室の樹脂で形成した前記外郭との空間に発泡断熱材を充填して前記断熱箱体を
接合形成し、前記発泡断熱材と接合する前記機械室の樹脂で形成した前記外郭上に前記圧
縮機を載置した

ものであって、前記外箱の前記機械室



ものであり、
圧縮機を収容する異形で複雑な形状の機械室部分を樹脂成形で別途一体に形成することが
でき、機械室の組み立て工程において簡素化による作業性の向上と組み立て精度の向上が
図れ、製造コストを抑えて、圧縮機上部配置型の冷蔵庫を高い品質で合理的に提供するこ
とができる。

【００２５】
　また、機械室外郭の樹脂成形における補強構造や外箱との接合構造を適切なものとする
ことにより剛性が高くなり、かつ鋼板に代表される金属板製の外箱と材質の異なる樹脂成
形の機械室外郭を接合することによって振動伝播が減衰し、圧縮機の騒音，振動が冷蔵庫
本体への伝播することが抑制され、庫内部品の共振音の発生等も防止できて、人の耳障り
になりやすい配置となる圧縮機上部配置型の冷蔵庫においても使用者や居住者の不快感を
拭うことができる。
【００２６】
　また、機械室外郭を別途樹脂で一体成型して冷蔵庫本体の外箱と接合する構成を採用す
ることによって、製造工程においては冷蔵庫の外形の異なる製品間でも機械室部分の共用
化や標準化を図れる可能性を有するものである。
【００２７】
　また、製造工程の工夫によっては、樹脂成形された機械室外郭に圧縮機をはじめとした
各部品を予め装着して予備的に組み立てておき、この機械室の予備組み立て品を冷蔵庫本
体の外箱に装着して接合させ、冷媒配管等を連結するなどの方法も考えられ、製造工程の
一層の合理化による生産性の向上や予備組み立て品としての共用化、標準化を取り入れる
ことによる製造コストの低減が図れる。
【００２８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載に発明において、前記機械室内に前記圧縮機
を強制冷却する送風機をさらに収容し、前記送風機を樹脂で形成された機械室の前記外郭
に固定したものであり、圧縮機と同じく駆動部分であるモーターやファンを有する送風機
を樹脂成形の機械室外郭に取り付けることによって冷蔵庫本体への振動伝播が減衰し、庫
内部品の共振等を避けることができる。また、送風機自体も機械室外郭に予め組み付ける
ことができ、圧縮機の強制冷却機能を備えた機械室を合理的に形成できる。
【００２９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載に発明において、前記機械室内に前記圧縮機
と冷媒配管で接続される凝縮器をさらに収容し、前記凝縮器を前記送風機により強制冷却
するものであり、冷凍サイクルの高圧機器である凝縮器の一部を同時に収めることにより
、送風機の強制通風効果を凝縮器の強制冷却用にも活用でき、高圧機器をユニット化して
よりコンパクトで合理的な機械室組み立て品を構成できる。
【００３０】
　また、収容する凝縮器の一部を圧縮機の吐出側と直接接続される予冷配管とすれば、大
きなスペースがなくても送風機の強制通風作用を利用して相当の顕熱分の放熱促進が可能
であり、この予冷配管に続く凝縮器配管が断熱箱体の外箱内面に熱伝導的に配設されるも
のである場合などには、これらの配管温度を低減でき外箱の表面温度を低下させて使用者
等が触れることによる不快感を軽減することができる。
【００３１】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載に発明において、前記送風機を前記圧縮機と
前記凝縮器との間に配置し、前記送風機により前記機械室内を左右に区画し、前記送風機
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が対応する部分に切り欠き部が設けられ、前記切り欠き部に前記機械室の樹脂で形成した
前記外郭を係合させ、前記内箱と金属板で形成した前記外箱と前記機械室の樹脂で形成し
た前記外郭との空間に発泡断熱材を充填して前記断熱箱体を接合形成し、前記発泡断熱材
と接合する前記機械室の樹脂で形成した前記外郭上に前記圧縮機を載置した

　また、予め外箱の機械室相当部分を切り欠いておくことによって、機械室相当部分の異
形で複雑な形状を外箱で形成する必要がなく、鈑金工程の難易度が抑えられて簡素化され
、金属板である鋼板も高価な深絞り材等を用いる必要がなく合理的に筐体を形成できる。



を挟んで前記圧縮機を収容する第１の区画と前記凝縮器を収容する第２の区画とを区画形
成したものであり、送風機を中間にして強制通風の上流側に凝縮器、下流側に圧縮機を区
画配置でき圧縮機の高熱が凝縮器の放熱を妨げることを回避しながら圧縮機，凝縮器とも
に強制冷却効果を享受することができる。
【００３２】
　また、送風機を中間にして圧縮機と凝縮器を左右に分ける配置となることにより、圧縮
機が冷蔵庫本体の幅方向の中央よりも片側に偏在した配置となるため、特に本体上部の貯
蔵室に観音開き式の扉を有する冷蔵庫においては、圧縮機の配置位置が観音開き式の両扉
の合わせ目となる位置から離れて片側の扉の前方からみた投影面内に収まるような位置と
なる。観音開き式の両扉の合わせ目に近いほど観音式扉を閉めた際の衝撃で圧縮機が揺れ
て圧縮機の内部機構と圧縮機の容器が衝突して生じる釜当たり音が発生する懸念があるが
、これにより、その衝撃を避けることができ使用者等に不快な異音を感じさせることを防
止できる。
【００３３】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載に発明において、前記送風機は樹脂製の外郭
を有し、樹脂製の前記外郭を樹脂で形成された機械室の前記外郭に係合させて前記第１の
区画と前記第２の区画との間を区画したものであり、機械室の樹脂製の外郭と送風機の樹
脂製の外郭とが係合した形で機械室の幅方向の中間部で接合されることによって梁が形成
され、機械室外郭の幅方向の剛性が高くなり送風機自体や圧縮機の振動，騒音の伝達を抑
制することができる。
【００３４】
　請求項６に記載の発明は、請求項４または５に記載に発明において、前記第１の区画と
前記第２の区画との間に高さ方向の段差部を形成したものであり、圧縮機の収容に必要な
高さスペースと凝縮器の収容に必要な高さスペースの差異に着目し、凝縮器を収容する第
２の区画の高さスペースを抑えることにより、機械室の幅方向の中間部に段差部による剛
性強化部分を形成でき、機械室外郭の幅方向の剛性が高くなり圧縮機や送風機の振動，騒
音の伝達を抑制することができる。
【００３５】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか一項に記載に発明において、機械
室の前記外郭を前壁と底壁と両側壁とを有する断面略Ｌ字状に樹脂で形成したものであり
、樹脂で形成された機械室の外郭自体の構造強度をまず高めることができ、圧縮機や送風
機の振動，騒音の伝達を抑制する基盤構成とすることが可能である。
【００３６】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載に発明において、機械室の外郭の前記各壁の
端面にフランジ面を設けたものであり、機械室の外郭の各壁端面をそのままでなく、折曲
形成することによる剛性の強化が図れ、冷蔵庫本体との接合構造において圧縮機や送風機
の振動，騒音の伝達を抑制することが可能である。
【００４０】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前記
外箱は、少なくとも両側面板と天面板とを金属板で一体に折曲形成したものであり、特に
機械室相当部分の切り欠き部を合理的に形成した外箱を構成することができる。
【００４１】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前
記外箱は、少なくとも両側面板と天面板とを分離された金属板で接合形成したものであり
、外箱形成の自由度が拡がり、

【００４２】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、外
箱の前記切り欠き部は、両側部に平面部を残して前記天面板に形成したものであり、両側
面板に打ち抜き加工時等の歪みや損傷を与えず、天面板と両側面板とを一体に折り曲げる
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請求項９ 請求項１から８のいずれか一項

請求項１０ 請求項１から８のいずれか一項

機械室相当部分の切り欠き部を設ける場合は切り欠き形成
が必要でなく、天面板の長さを調整すれば足りる。

請求項１１ 請求項１から８のいずれか一項



場合には折曲部を奥行き方向の全長に渡って形成して外観を保つことができる。また、樹
脂成形された機械室の外郭を接合する際には両側部の接合相手の構造と成り得るものであ
る。
【００４３】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、外箱の前記切り欠き部
の周縁端部の天面板に補強構造を施したものであり、平板の端面の強度を高め、波打ちを
防止して樹脂成形の機械室外郭との接合強度を向上することができる。
【００４４】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、
外箱の前記両側面板と機械室の外郭の前記両側壁とをそれぞれ対面させて接合したもので
あり、機械室両側部の外箱強度を補強することができ機械室から外箱への振動伝播を抑制
することができる。
【００４５】
　 に記載の発明は、 発明において、切り欠き部の両側部に
形成した外箱の前記平面部に機械室の外郭両側壁の前記フランジ面を重合させて接合した
ものであり、外箱と機械室外郭の両側部の接合部位の組み合わせが容易となり、併せて接
合強度を高めることができる。
【００４６】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、外箱の前記
両側面板と機械室外郭の前記両側壁とを空間をおいてそれぞれ対面させ、前記空間内に断
熱材を設けたものであり、両側面板と機械室外郭の両側壁の接合部の強度を補強すること
ができる。また、機械室の両側壁からの騒音の透過を減衰し圧縮機，送風機の外部への騒
音影響を低減することができる。
【００４７】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、外箱と内箱との間に発
泡断熱材を充填発泡させ、前記空間内にも前記発泡断熱材を充填発泡させたものであり、
両側面板と機械室外郭の両側壁の接合部の剛性を一層高めることができ、剛性の弱くなり
がちな機械室側壁の強度を一層高めることができるので、圧縮機，送風機等の振動により
側壁が振動することによる庫内共振音や、圧縮機，送風機から外部への騒音透過を低減す
ることができる。また、機械室カバーや運搬用取っ手等の取り付けの基部としての強度を
持たせることもできる。
【００４８】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前記空間内
にさらに補強材を設けたものであり、機械室カバーや運搬用取っ手等の取り付けを行う際
、ビス止め等の固定部材と成るほか、冷蔵庫運搬用の取っ手を設ける際に荷重を受ける取
っ手を強固に取り付ける基材とすることができる。
【００４９】
　 に記載の発明は、 記載に発明において、両側に設けた前記補強
材を連結する連結部材をさらに設けたものであり、機械室両側部の幅方向への変形を防止
し機械室部分の剛性を一層高めて振動，騒音対策や冷蔵庫運搬時の補強対策として有効な
構造体とすることができる。
【００５０】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前記連結部材を冷蔵庫
運搬用の取っ手としたものであり、機械室の外郭の幅方向の補強対策と併せて運搬用取っ
手を共用できる合理的な構成となる。
【００５１】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、
前記圧縮機を載置する機械室の前記外郭の底壁の裏面に補強板を有し、前記補強板上に前
記圧縮機を支持固定したものであり、重量の重い圧縮機の支持基盤を樹脂製の外郭のみに
依存せず、比較的厚みのある金属板等の補強板でバックアップすることにより支持強度を
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請求項１２ 請求項１１

請求項１３ 請求項７から１２のいずれか一項

請求項１４ 請求項１３に記載の

請求項１５ 請求項１３または１４

請求項１６ 請求項１５

請求項１７ 請求項１５または１６

請求項１８ 請求項１７に

請求項１９ 請求項１８

請求項２０ 請求項１から１９のいずれか一項



高めて振動伝達を抑制することができる。また、補強板の下部が発泡断熱材で密着接合さ
れていれば、さらに振動伝達を減衰することができる。
【００５２】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前記圧縮機を載置する
載置板を有し、前記載置板を介して前記補強板上に圧縮機を支持固定したものであり、圧
縮機を載置板上に予め組み付けておくことができ、この組み付け品を載置板ごと補強板に
ビス等で固定すれば圧縮機の微妙な取り付けばらつきを抑制して精度よく圧縮機を配置で
き振動拡大の要因を抑えることができる。また、予め圧縮機の脚部を載置板上に支持固定
することになるため、作業性が良好であり確実な支持が行える。
【００５３】
　 に記載の発明は、 発明において、
前記機械室内と外部との空気の流通口を備えた機械室カバーをさらに設け、樹脂で形成さ
れた機械室の前記外郭に係合させて前記機械室の開放面を覆ったものであり、樹脂製の機
械室外郭であるので機械室カバーに合わせた係合構造を容易に形成することができ、一定
の放熱性を維持しながら外観意匠面の問題や機械室内への埃や虫、鼠等の異物の侵入によ
る機能弊害を避けることができ、また騒音の外部への透過を防止することができる。
【００５４】
　 に記載の発明は、 発明において、機械室カバーの前記流
通口は、前記第１の区画に設けた排気口と前記第２の区画に設けた吸気口とよりなるもの
であり、機械室の幅方向を効果的に放熱用の対流通路として利用することができ、放熱効
率を最大限に引き出すことができる。
【００５５】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、前記機械室
カバーを に記載の補強材に固定したものであり、機械室カバーの取り付け強度
を高めることができるので、圧縮機や送風機の振動により機械室カバーが共振することに
よる共振音が発生するのを抑制することができる。
【００５６】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、
機械室の前記外郭に冷媒配管の連通溝を形成したものであり、圧縮機や凝縮器と連結され
る冷媒配管が断熱箱体と機械室内とを連通する部位の位置決めが明確になり組み立て作業
性や組み立て精度を高め、発泡断熱材の漏れシール等の構造も併せて確実に行うことがで
きる。
【００５７】
　 に記載の発明は、 に記載に発明において、外箱の両側
面板に真空断熱材を貼着し、前記真空断熱材を外箱の両側面板と機械室外郭の両側壁との
間の前記空間内に延在させたものであり、機械室外郭の両側壁部分の強度と騒音の透過防
止効果をより高めることができる。騒音透過に関して、さらに芯材材料として異種または
構造の異なる真空断熱材をウレタン等の発泡断熱材と複層構造とすることによって、騒音
透過に対する減衰効果を高めるとともに単一材料で遮音する場合と比べてより広い周波数
域における騒音を減衰することができるので、外部へ伝達する騒音の漏れを減少させるこ
とができ、冷蔵庫の騒音を低減することができる。
【００５８】
　 に記載の発明は に記載に発明において、
機械室の前記外郭の裏面に真空断熱材を帖着したものであり、発熱を伴う機器を収容する
機械室内から庫内への熱漏洩を効果的に高めることができる。真空断熱材は機械室外郭に
予め組み付けておくことができるため、貼り付け部位が樹脂成形で枠組みできるなど貼り
付け精度がよく作業性もよい。また、真空断熱材の外被材の端部で発泡断熱材の流動性を
妨げないように端部を織り込んだりする処理を貼り付け部位の樹脂成形の枠組み内で行い
やすくなり、最も温度差が大きく断熱効果を要求される機械室と庫内間の断熱構造として
の信頼性を高めることができる。
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請求項２１ 請求項２０

請求項２２ 請求項１から２１のいずれか一項に記載の

請求項２３ 請求項２２に記載の

請求項２４ 請求項２２または２３
請求項１７

請求項２５ 請求項１から２４のいずれか一項

請求項２６ 請求項１５または１６

請求項２７ 、請求項１から２５のいずれか一項



                                                                                
  
【００５９】
　さらに芯材材料として異種または構造の異なる真空断熱材をウレタン等の発泡断熱材と
複層構造とすることによって、騒音透過に対する減衰効果を高めるとともに単一材料で遮
音する場合と比べてより広い周波数域における騒音を減衰することができるので、庫内へ
伝達する騒音の漏れを減少させることができ、冷蔵庫の騒音を低減することができる。
【００６０】
　以下、本発明による冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明するが、先
の実施の形態と同一構成については同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。なお
、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
【００６１】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の機械室の斜視図である。図２は、同実
施の形態における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視図である。図３は、同実
施の形態における冷蔵庫の機械室を機械室カバーで覆った状態を示す斜視図である。図４
は、同実施の形態における冷蔵庫の正面図である。図５は、図４のＡ－Ａ線における断面
図である。
【００６２】
　図において、冷蔵庫本体１０１は断熱箱体１０２内に複数に区画された貯蔵室を有して
おり、上部より冷蔵室１０３，製氷室１０４及びこの製氷室１０４に並設された多目的室
１０５，野菜室１０６，冷凍室１０７の順に配置されている。多目的室１０５は、冷凍，
冷蔵，チルド，パーシャルフリージング等の温度帯の切替室や調理、熟成、解凍、乾燥，
保温等の処理機能を備えた貯蔵室等である。
【００６３】
　各貯蔵室の前面開口部には、例えばウレタンのような発泡断熱材を発泡充填した断熱扉
が設けられ、冷蔵室１０３には観音開き式の扉１０８ａ，１０８ｂ、製氷室１０４，多目
的室１０５，野菜室１０６，冷凍室１０７には、それぞれ引き出し式の扉１０９，１１０
，１１１，１１２が設けられている。
【００６４】
　断熱箱体１０２の天面後方のコーナー部には、冷蔵室１０３の庫内側に突出する形で凹
ませた機械室１１３が形成されている。
【００６５】
　機械室１１３は、樹脂成型で形成された機械室の外郭１１４を鋼板製の外箱１１５を切
り欠いた切り欠き部１１６に嵌め込んだ形で係合して接合して形成される。切り欠き部１
１６は、外箱の天面板１１５ａの領域内の切り欠き部１１６ａと外箱の両側面板１１５ｂ
の上端部より背面板１１５ｃの上端部を下げて接合することによって形成される切り欠き
部１１６ｂとで上方と後方の２方向に開放した形で構成される。
【００６６】
　機械室の外郭１１４は、冷蔵庫本体１０１の前方から見て、前壁１１４ａと底壁１１４
ｂと両側壁１１４ｃとを有する断面略Ｌ字状に樹脂で形成したものであり、前壁１１４ａ
と底壁１１４ｂと両側壁１１４ｃの端面は折り曲げた形状のフランジ面１１４ｄ，１１４
ｅ，１１４ｆがそれぞれ一体に形成され、機械室の外郭１１４の周縁のほぼ全週に渡って
フランジ面が形成されるよう構成されている。
【００６７】
　そして、このフランジ面１１４ｄ，１１４ｅ，１１４ｆと鋼板製の外箱の切り欠き部１
１６の周縁端面とを接合して外箱を構成するが、外箱の天面板１１５ａにおいて、切り欠
き部１１６の周縁の両側部には平面部１１７を残した形で両側面板１１５ｂより折り曲げ
形成されており、機械室の外郭１１４の両側部のフランジ面１１４ｆはこの平面部１１７
上に重合するように接合される。これにより、外箱の両側面板１１５ｂと機械室の外郭の
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両側壁１１４ｃとがそれぞれ対面させて接合される。また、他のフランジ面１１４ｄ，１
１４ｅ等は外箱１１５の天面板１１５ａや背面板１１５ｃの端面とかみ合わせるように接
合される。
【００６８】
　また、外箱の切り欠き部１１６の周縁端部の天面板１１５ａには補強構造１１８を施さ
れている。補強構造１１８は、天面板１１５ａをプレス加工したビード状の形状や端面を
折り返して二重構造とすることなどにより行う。
【００６９】
　外箱の両側面板１１５ｂと機械室外郭の両側壁１１４ｃとは空間１１９をおいてそれぞ
れ対面させ、この空間１１９内に略Ｌ字状の補強材１２０を挿入して機械室外郭の両側壁
１１４ｃの上部と後背部に固定している。
【００７０】
　機械室１１３が接合された外箱１１５と樹脂製の内箱１２０は所定の間隔を有して接合
され、この間隔内とこれに連通する空間１１９内にウレタンに代表されるような発泡断熱
材１２１を充填発泡することで断熱箱体１０１が形成される。
【００７１】
　機械室１１３内には冷凍サイクル機器としては圧縮機１２２，凝縮器の一部となる予冷
凝縮器１２３，乾燥器１２４等、冷凍サイクルの高圧側の機器が収容され、これらを繋ぐ
冷媒配管１２５が複数出入する。本実施の形態では、予冷凝縮器１２３から外箱１１５の
内面に熱伝導的に配設される凝縮器に至る冷媒配管１２５ａ、外箱１１５の内面に熱伝導
的に配設される凝縮器から乾燥器１２４に至る冷媒配管１２５ｂ、冷蔵庫本体１０１の下
部で主として冷凍室１０７の後方に配置された蒸発器１２６から圧縮機１２２に至る冷媒
配管１２５ｃである。
【００７２】
　圧縮機１２２は冷蔵庫本体１０１の上部への設置を考慮して低騒音、低振動化を図りや
すい内部低圧型でかつ往復動型の圧縮機を適用している。また、冷凍サイクル内の冷媒と
しては、地球環境保全の観点から地球温暖化係数が小さい可燃性冷媒であるイソブタンを
使用している。
【００７３】
　また、機械室の外郭１１４の外箱１１５との接合部近傍には、冷媒配管の連通溝１２７
を形成しており、各連通溝１２７ａ，１２７ｂ，１２７ｃ内に各冷媒配管１２５ａ，１２
５ｂ，１２５ｃを位置決め配設して外箱１１５と機械室の外郭１１４との貫通部をも併せ
てシールしている。
【００７４】
　発熱を伴う高圧側の機器である圧縮機１２２，予冷凝縮器１２３の放熱促進を図るため
、強制通風用の送風機１２８が圧縮機１２２と予冷凝縮器１２３との中間位置即ち機械室
１１３の幅方向の中間位置に配置されている。送風機１２８を中間にして強制通風の上流
側に予冷凝縮器１２３、下流側に圧縮機１２２を配置し、これにより、機械室１１３内は
圧縮機１２２が配置される第１の区画１２９と予冷凝縮器１２３が配置される第２の区画
１３０とに区画されている。
【００７５】
　送風機１２８は、略直方体状の樹脂製の外郭１３１で囲われた軸流ファンを有するモー
ター駆動の送風機で、送風機の樹脂製の外郭１３１は、冷蔵庫前方から見てその周壁の前
壁と底壁とを機械室の樹脂製の外郭１１４と嵌め合わせ状態で係合固定されている。
【００７６】
　圧縮機１２２が配置される第１の区画１２９と予冷凝縮器１２３が配置される第２の区
画１３０との間には高さ方向の段差部１３２が形成されている。圧縮機１２２が収容され
る第１の区画１２９の高さを予冷凝縮器１２３が収容される第２の区画１３０の高さより
大きくし、段差部１３２で機械室１１３内の底壁の高さを変えている。
【００７７】
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　また、第１の区画１２９内に収容される圧縮機１２２は、冷蔵庫本体１０１の前方から
見て冷蔵室の観音開き式の両扉１０８ａ，１０８ｂのいずれか片方の扉の投影面内に収ま
るような位置、すなわち観音開き式の両扉１０８ａ，１０８ｂの合わせ目となる位置から
離れた位置に配置されている。
【００７８】
　圧縮機１２２は、比較的板厚の厚い載置板１３３上に立てられた支持ピン１３４に弾性
部材１３５を介して脚１３６で支持されており、機械室の外郭の底壁１１４ｂの裏面に固
定された補強板１３７上に載置板１３３を介して圧縮機１２２が支持固定される構造とな
っている。
【００７９】
　機械室１１３は上方と後方とが開放されており、この開放面を覆う形で機械室カバー１
３８を機械室の外郭１１４に係合させて取り付けている。機械室カバー１３８は、樹脂で
形成され、機械室１１４内と外部との空気の流通口１３９を備えている。空気の流通口１
３９は、機械室内の第１の区画１２９に面して機械室カバー１３８の上面，背面に設けた
排気口１３９ａ，１３９ｂと機械室内の第２の区画１３０に面して機械室カバー１３８の
上面，背面に設けた吸気口１３９ｃ，１３９ｄとで構成され、機械室１１３の幅方向に第
２の区画１３０から第１の区画１２９の方向に送風機１２８による強制対流作用が行われ
るように構成されている。
【００８０】
　また、機械室カバー１３８は、少なくともその両側端部を機械室の外郭の両側壁１１４
ｃ内に固定された補強材１２０に対してビス止め等で固定される。機械室カバー１３８の
上面前端部や背面下端部は樹脂製の機械室の外郭１１４にビス止め等で固定される。
【００８１】
　さらに、機械室カバー１３８にはその背面の両側部に渡って設けられた連結部材１４０
が取り付けられ、この連結部材１４０は機械室カバー１３８，機械室の外郭１１４を介し
て機械室の外郭の両側壁１１４ｃ内に固定された補強材１２０を連結するように固定され
ている。連結部材１４０は機械室カバー１３８を介さず直接機械室の外郭１１４を介して
補強材１２０に固定してもよい。
【００８２】
　本実施の形態では、連結部材１４０を冷蔵庫を運搬する際の荷重に耐えられる強度と把
持しやすい形状とすることにより、冷蔵庫運搬用の取っ手としても用いている。
【００８３】
　以上のように構成された冷蔵庫について、以下その作用を説明する。
【００８４】
　まず、鋼板製の外箱１１５を形成するにあたり、両側面板１１５ｂと天面板１１５ａと
を併せた鋼板の板取りにおいて、天面板１１５ａに相当する部分にプレス加工で両側部に
平面部１１７を残して切り欠き部１１６ａを打ち抜き、この平面部１１７を残した形で両
側面板１１５ｂの部分を逆Ｕ字状に折り曲げ、次いで両側面板１１５ｂより長さの短い背
面板１１５ｃと底面板（図示せず）を接合して外箱１１５の筐体としての外形を形成する
。この方法は、少なくとも両側面板１１５ｂと天面板１１５ａとを一体に折曲形成し、こ
れに背面板１１５ｃの上部を空けて接合するものであり、特に機械室相当部分の切り欠き
部１１６を合理的に形成する上で有効である。
【００８５】
　また、切り欠き部１１６ａは、両側部に平面部１１７を残して形成するため、両側面板
１１５ｂに打ち抜き加工時等の歪みや損傷を与えず、天面板１１５ａと両側面板１１５ｂ
とを一体に折り曲げる場合には折曲部を奥行き方向の全長に渡って形成して外観を保つこ
とができる。また、樹脂成形された機械室の外郭１１４を接合する際には両側部の接合相
手の構造と成り得る。
【００８６】
　そして、天面板の切り欠き部１１６ａと背面板１１５ｃが両側面板１１５ｂより長さが
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短いことにより背面上部に形成される切り欠き部１１６ｂとで構成される切り欠き部１１
６に対して、樹脂で形成された機械室の外郭１１４を嵌め込む形で係合させフランジ面１
１４ｄ，１１４ｅ，１１４ｆをそれぞれ外箱１１５の端面に固定することで冷蔵庫本体１
０１の天面後方部に機械室１１３が形成される。これらの接合部は必要に応じて発泡断熱
材の漏れ防止用のシール材を施す。
【００８７】
　外箱１１５には予め内面にアルミ箔等の良熱伝導性の固定部材で凝縮器となる冷媒配管
が配設され、切り欠き部１１６ａに対して冷媒配管１２５ａ，１２５ｂの端部が導出され
ている。凝縮器となる冷媒配管は外箱の折り曲げ前に配設しても、折り曲げ後に配設して
も構わない。冷媒配管１２５ａ，１２５ｂの端部は発泡断熱材の漏れ防止用のシール材を
施した上で、機械室の外郭の連通溝１２７ａ，１２７ｂ内に位置決めされる。
【００８８】
　一方、蒸発器１２６からの戻り配管となる冷媒配管１２５ｃは外箱の背面板１１５ｃに
接触することのないようにして機械室の外郭の連通溝１２７ｃ内に位置決めされて機械室
内に導出される。
【００８９】
　このようにして構成された天面後方部に機械室１１３を有する外箱１１５の接合体に対
して、別途真空成型加工で形成された樹脂製の内箱を所定の間隔をおいて内側に係合させ
、次いで断熱材の発泡工程でウレタン等の発泡断熱材を充填発泡させることで断熱箱体１
０２が形成される。
【００９０】
　断熱箱体１０２の完成後に、機械室１１３内に対して冷凍サイクルの圧縮機１２２，予
冷凝縮器１２３，乾燥器１２４等の機器、部品を収容する。そして、圧縮機１２２と予冷
凝縮器１２３、予冷凝縮器１２３と冷媒配管１２５ａ、冷媒配管１２５ｂと乾燥器１２４
、冷媒配管１２５ｃと圧縮機１２２とをそれぞれ溶接により連結し、各機器を機械室の外
郭１１４に対して固定する。機器の固定と配管溶接の順序は製造工程の都合や作業性によ
り適宜変更することが可能である。
【００９１】
　この後、強制通風用の送風機１２８を機械室の外郭１１４に固定した上で機械室カバー
１３８を被せ、冷蔵庫運搬用の取っ手となる連結部材１４０を取り付ければ機械室１１３
周りの構造体が完成する。
【００９２】
　以上のように構成された圧縮機上部配置型の冷蔵庫によると、圧縮機１２２を載置する
機械室の外郭１１４を樹脂で形成したので、例えば、本実施の形態のように、外箱１１５
の機械室１１３が対応する部分に天面板１１５ａの切り欠き部１１６ａと背面板１１５ｂ
の上部の切り欠き部１１６ｂとで構成される切り欠き部１１６を形成してこの機械室の外
郭１１４を接合すれば、予め外箱１１５の機械室相当部分を切り欠いておくことによって
、機械室相当部分の異形で複雑な形状を外箱１１５で形成する必要がなく、鈑金工程の難
易度が抑えられて簡素化され、金属板である鋼板も高価な深絞り材等を用いる必要がない
。
【００９３】
　すなわち、圧縮機１２２を収容する異形で複雑な形状の機械室部分を外箱１１５の鋼板
とは別体で予め形成することができ、外箱用の鋼板を折り曲げ加工したり、プレスで絞り
加工したりして形成するような難易度が高く、成形精度もばらつき易い手段と比べて、機
械室１１３を形成する組み立て工程において簡素化による作業性の向上と組み立て精度の
向上が図れ、工数や歩留まりも含めた総合的な製造コストを抑えて、圧縮機上部配置型の
冷蔵庫を高い品質で合理的に提供することができる。
【００９４】
　樹脂製の機械室の外郭１１４を外箱１１５とどのように係合させ、接合固定するかは、
本実施の形態の切り欠き部１１６に嵌め込む方法以外にも他の手段があるが、どの方法で
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あっても機械室の外郭１１４を樹脂で成型した別体構成とする効果は享受することができ
る。
【００９５】
　なお、機械室の外郭１１４の樹脂成形は極力全体の一体成形が好ましいが、成形上の都
合によっては、部分的に複数の成型品の組み合わせとなっても構わない。
【００９６】
　また、機械室の外郭１１４の樹脂成形においては、板厚，樹脂材料等を選定し、リブ成
型等の補強構造を適宜施したり、外箱１１５との接合構造を確実で適切なものとすること
により樹脂成形であっても剛性を一定以上に高めることができる。
【００９７】
　機械室の外郭１１４を前壁１１４ａと底壁１１４ｂと両側壁１１４ｃとを有する断面略
Ｌ字状に樹脂で形成することにより、樹脂で形成された機械室の外郭１１４自体の構造強
度をまず高めることができ、圧縮機１２２や送風機１２８の振動，騒音の伝達を抑制する
基盤構成とすることが可能である。
【００９８】
　機械室の外郭１１４の各壁１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃの端面にフランジ面１１４ｄ
，１１４ｅ，１１４ｆを形成することにより、機械室の外郭１１４の各壁端面をそのまま
でなく、折曲形成することによる剛性の強化が図れ、外箱１１５との接合構造において圧
縮機１２２や送風機１２８の振動，騒音の伝達を抑制することが可能である。
【００９９】
　また、鋼板製の外箱１１５とは材質の異なる樹脂成形の部材を接合することになるので
、載置された圧縮機１２２からの振動伝播が減衰し、振動や共振音が冷蔵庫本体１０１に
伝播することが抑制され、例えば冷蔵室１０３内に取り付けられた庫内部品の共振音の発
生等も防止できる。
【０１００】
　圧縮機上部配置型の冷蔵庫は、使用者等の人の耳の高さに機械室１１３の配置高さが近
くなるため、圧縮機１２２等の発生する騒音や振動音が耳障りになりやすいが、機械室の
外郭１１４を別体の樹脂成形で組み合わせることによって、圧縮機上部配置型の冷蔵庫に
おいても使用者や居住者の不快感を拭うことができる。
【０１０１】
　また、冷蔵庫の外形の異なる製品間にあっては、機械室１１３を外箱１１５の加工によ
り形成するものであると、製造工程で各製品の外形寸法に合わせてそれぞれ機械室を形成
する外箱仕様が異なってしまい生産性を高めにくいが、機械室の外郭１１４を別途樹脂で
一体成型して冷蔵庫本体の外箱１１５と接合する構成を採用することによって、冷蔵庫の
外形の異なる製品間でも機械室部分の共用化や標準化を図り生産性を高め、全体的な製造
コストの低減に結びつけることも可能である。
【０１０２】
　また、製造工程の工夫によっては、樹脂成形された機械室の外郭１１４に圧縮機１２２
をはじめとした各部品を予め装着して予備的に組み立てておき、この機械室の予備組み立
て品を外箱の切り欠き部１１６に装着して接合させ、冷媒配管１２５ａ，１２５ｂ，１２
５ｃ等を連結するなどの方法も考えられ、製造工程の一層の合理化による生産性の向上や
予備組み立て品としての共用化、標準化を取り入れることによる製造コストの更なる低減
が図れる。
【０１０３】
　機械室１１３内に収容された圧縮機１２２を強制冷却する送風機１２８は、樹脂で形成
された機械室の外郭１１４に固定したものであり、圧縮機１２２と同じく駆動部分である
モーターやファンを有する送風機１２８を樹脂成形の機械室の外郭１１４に取り付けるこ
とによって冷蔵庫本体１０１への振動伝播が減衰し、冷蔵室１０３内等の庫内部品の共振
や共振音の発生を避けることができる。また、送風機１２８自体も機械室の外郭１１４に
予め組み付けることができ、製造工程等において、圧縮機１２２の強制冷却機能を備えた
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機械室１１３を合理的に別体で準備でき主幹の製造工程を簡略化できる。
【０１０４】
　予冷凝縮器１２３は圧縮機１２２の吐出配管側に接続され、外箱１１５の内面や冷蔵庫
本体１の底面に配設される主凝縮器（図示せず）に至るまでの凝縮器の一部となる凝縮配
管であり、本実施の形態では圧縮機１２２からの振動伝達を抑制する目的も含めて配管を
ループ状に旋回させた形状をとり、この部で圧縮機１２２から吐出される高温の冷媒ガス
の放熱を促進する。この予冷凝縮器１２３を送風機１２８の強制対流路中に組み込むこと
により圧縮機１２２の強制冷却に加えて予冷凝縮器１２３も強制冷却されることになり、
強制冷却式の高圧ユニットを組み込んだ機械室組み立て品をコンパクトで合理的に構成で
きる。
【０１０５】
　また、大きなスペースがなくても送風機１２８の強制通風作用を利用して予冷凝縮器１
２３において相当の顕熱分の放熱促進が可能であり、この予冷凝縮器１２３に続く凝縮器
配管が断熱箱体の外箱１１５の内面に熱伝導的に配設されるものである場合などには、こ
れらの配管温度を効果的に低減でき外箱１１５の相当部分の表面温度を低下させて使用者
等が触れることによる不快感を軽減することができる。
【０１０６】
　なお、本実施の形態では予冷凝縮器１２３を用いたが、設置スペースが許せばフィンチ
ューブ型熱交換器等の熱交換効率の高い凝縮器を収容して、主凝縮器の強制冷却を行わせ
ることももちろん可能である。
【０１０７】
　また、機械室の外郭１１４には各冷媒配管の連通溝１２７ａ，１２７ｂ，１２７ｃを形
成しているので、圧縮機１２２や予冷凝縮器１２３と連結される各冷媒配管１２５ａ，１
２５ｂ，１２５ｃが機械室１１３内に出入する部位の位置決めが明確になり、組み立て作
業性や組み立て精度が高くなり、発泡断熱材１２１の漏れシール等の構造も併せて確実に
行うことができる。
【０１０８】
　機械室１１３内の幅方向のスペースにおいて、圧縮機１２２が配置される第１の区画１
２９と予冷凝縮器１２３が配置される第２の区画１３０とを区画するように送風機１２８
を圧縮機１２２の上流側で予冷凝縮器１２３の下流側に配置しているので、圧縮機１２２
の高熱が予冷凝縮器１２３の放熱を妨げることを回避しながら圧縮機１２２，予冷凝縮器
１２３がともに強制冷却効果を享受することができる。
【０１０９】
　機械室１１３の上方，後方の開放面を覆う機械室カバー１３８に形成された外部からの
との空気の吸気口１３９ｃ，１３９ｄは第２の区画１３０に面して設けられ、外部への空
気の排気口１３９ａ，１３９ｂは第１の区画１２９に面して設けられているので、外部か
らの空気は送風機１２８の運転により、まず第２の区画１３０内に導入されて予冷凝縮器
１２３を冷却し、次いで第１の区画内に導入されて圧縮機１２２を冷却した後外部へ排気
され、放熱が促進される。これにより、機械室の幅方向を効果的に放熱用の対流通路とし
て利用することができ、放熱効率を最大限に引き出すことができる。
【０１１０】
　機械室カバー１３８は、樹脂で形成された機械室の外郭１１４に係合させて機械室１１
３の開口面を覆うものであり、係合相手が樹脂製の機械室外郭１１４であるので機械室カ
バー１３８に合わせた係合構造を容易に形成することができ、一定の放熱性を維持しなが
ら外観意匠面の問題や機械室内への埃や虫、鼠等の異物の侵入による機能弊害を避けるこ
とができ、また騒音の外部への透過を防止することができる。
【０１１１】
　送風機１２８は樹脂製の外郭１３１を有し、樹脂製の外郭１３１を樹脂で形成された機
械室の外郭１１４に係合させて第１の区画１２９と第２の区画１３０との間を区画するの
で、機械室の樹脂製の外郭１１４と送風機の樹脂製の外郭１３１とが係合した形で機械室
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１１３の幅方向の中間部で接合されることによって梁が形成され、機械室の外郭１１４の
幅方向の剛性が結果的に高くなり送風機１２８自体や圧縮機１２２の振動，騒音の伝達を
抑制することができる。
【０１１２】
　また、送風機１２８を中間にして圧縮機１２２と予冷凝縮器１２３を左右に分ける配置
となることにより、圧縮機１２２が冷蔵庫本体１０１の幅方向の中央よりも片側に偏在し
た配置となるため、本実施の形態のように、本体上部の冷蔵室１０３に観音開き式の扉１
０８ａ，１０８ｂを有する冷蔵庫においては、圧縮機１２２の配置位置が観音開き式の両
扉１０８ａ，１０８ｂの合わせ目となる位置から離れて観音開き式の両扉１０８ａ，１０
８ｂのいずれか片側の扉の前方からみた投影面内に収まるような位置となる。観音開き式
の両扉１０８ａ，１０８ｂの合わせ目に近いほど扉を閉めた際の衝撃で圧縮機１２２が揺
れて圧縮機１２２の内部機構と圧縮機１２２の容器が衝突して生じる釜当たり音が発生す
る懸念があるが、この配置により、その衝撃が強い位置を避けて圧縮機１２２を配置する
ことができ使用者等に不快な異音を感じさせることを防止できる。
【０１１３】
　圧縮機１２２の載置は別途設ける載置板１３３上で組み付けが行われて弾性的に支持さ
れるため、この組み付け品を載置板１３３ごと機械室外郭の底壁１１４ｂの裏面に固定し
た補強板１３７にビス等で固定すれば圧縮機１２２の微妙な取り付けばらつきを抑制して
精度よく圧縮機１２２を配置でき振動拡大の要因を抑えることができる。また、予め圧縮
機の脚部を載置板上に支持固定することになるため、作業性が良好であり確実な支持が行
える。
【０１１４】
　また、重量の重い圧縮機１２２の支持基盤を樹脂製の外郭１１４のみに依存せず、比較
的厚みのある金属板等の補強板１３７でバックアップすることにより支持強度を高めて振
動伝達を抑制することができる。また、補強板１３７の下部が発泡断熱材１２１で密着接
合されていれば、さらに振動伝達を減衰することができる。
【０１１５】
　圧縮機１２２の収容に必要な高さスペースと予冷凝縮器１２３の収容に必要な高さスペ
ースの差異に着目し、予冷凝縮器１２３を収容する第２の区画１３０の高さスペースを抑
えることにより、第１の区画１２９と第２の区画１３０との間に高さ方向の段差部１３２
を形成しているので、機械室の幅方向の中間部に段差部１３２による剛性強化部分を形成
でき、機械室の外郭１１４の幅方向の剛性が高くなり圧縮機１２２や送風機１２８の振動
，騒音の伝達を抑制することができる。
【０１１６】
　また、外箱の天面板１１５ａには、切り欠き部１１６ａの周縁端部に補強構造１１８を
施しており、平板の端面の強度を高め、波打ちを防止して樹脂成形の機械室の外郭１１４
との接合強度を向上することができる。
【０１１７】
　樹脂製の機械室の外郭１１４の両側壁１１４ｃは、外箱の両側面板１１５ｃと対面して
平面部１１７でフランジ面１１４ｆと重ね合わせて接合したものであり、平面部１１７の
裏面に固定された略Ｌ字状の補強材１２０にビス止めすることによって、機械室１１３の
両側部の外箱強度を補強することができ機械室１１３から外箱１１５への振動伝播を抑制
することができる。
【０１１８】
　外箱の両側面板１１５ｃと機械室の外郭の両側壁１１４ｃとの間に形成した空間１１９
内に断熱箱体１０２に充填発泡する際のウレタン等の発泡断熱材１２１を充填させること
によって、両側面板１１５ｃと機械室の外郭の両側壁１１４ｃの接合部の強度を補強し、
剛性を高めることができる。これにより、機械室１１３の両側部からの騒音の透過を減衰
し圧縮機１２２，送風機１２８の外部への騒音影響を低減することができ、圧縮機１２２
，送風機１２８の振動により側壁が振動することによる冷蔵室１０３内の庫内共振音を抑
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えることができる。
【０１１９】
　また、機械室カバー１３８や運搬用取っ手１４０等の取り付けの基部としての強度を持
たせることもできる。さらに補強材１２０を設けているので、機械室カバー１３８や運搬
用取っ手１４０等の取り付けを行う際、ビス止め等の固定が堅牢となるほか、冷蔵庫運搬
用の取っ手１４０を設ける際には、荷重を受ける取っ手１４０を強固に取り付ける基材と
することができる。機械室カバー１３８の取り付け強度を高めることにより、圧縮機１２
２や送風機１２８の振動により機械室カバー１３８が共振することによる共振音が発生す
るのを抑制することができる。
【０１２０】
　取っ手１４０は、両側に設けた補強材１２０を連結するように設けると、機械室の外郭
１４の幅方向の連結部材とすることができ、機械室両側部の幅方向への変形を防止し機械
室部分の剛性を一層高めて振動，騒音対策や冷蔵庫運搬時の補強対策として有効な構造体
とすることができる。
【０１２１】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視
図である。
【０１２２】
　図において、外箱の両側面板１１５ｂの内面には真空断熱材２０１が例えば、ホットメ
ルト等の接着剤で貼着されている。この真空断熱材２０１は両側面板１１５ｂの上部にま
で設けられて、機械室の外郭の両側壁１１４ｃとの間の空間１２９内にも延在して貼着さ
れている。
【０１２３】
　また、機械室の外郭の各壁１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃの裏面にも、それぞれの大き
さに見合った真空断熱材２０１と同様の材料で構成された小型の真空断熱材２０２が貼着
されている。真空断熱材１２２は必ずしも機械室の外郭の各壁１１４ａ，１１４ｂ，１１
４ｃの全ての面に設けなくてもよく、機械室１１３内の部品の取り付けや効果の度合いと
の絡みで適宜設ける部位を選定すればよい。
【０１２４】
　真空断熱材２０１は、芯材材料としてガラス繊維を層状に重ねたボード材を用い、これ
をアルミ等の金属箔や金属蒸着フィルム等をガスバリアー性のベースにした多層樹脂フィ
ルムよりなる外被材で覆い、内部を真空排気処理した高性能の断熱材であり、芯材材料と
してはシリカ，パーライトなど粉末状のものや連通フォームのウレタン樹脂等を選択する
こともできるが、本実施の形態では、特に無機材料でガス発生による経時的な断熱性の劣
化が少なく、芯材としての形状保持効果高くて平面性や薄板化などの加工性に優れ、伝熱
抵抗が高く高性能化が図りやすいガラス繊維を芯材として選定している。
【０１２５】
　このような真空断熱材２０１は、主として断熱性能の強化の目的に用いることが主であ
るが、ウレタン等の発泡断熱材１２１中に埋設させ、異種または構造の異なる部材や材料
による複層構造とすることによって、騒音透過に対する減衰効果を高めることができる。
ガラス繊維を芯材に用いた真空断熱材２０１であると、ガラス繊維が複雑に絡み合ったＷ
ｅｂ状に存在し、かつ内部が真空であるため騒音や振動の透過を減衰させる効果が大きい
という利点がさらに得られ、この点においても極めて有効である。
【０１２６】
　真空断熱材２０１，２０２を設けることにより、騒音透過に対する減衰効果を高めると
ともに単一材料で遮音する場合と比べてより広い周波数域における騒音を減衰することが
できるので、外部へ伝達する騒音の漏れを減少させることができ、庫内への騒音の透過を
抑制することができるので、圧縮機１２２を上部に配置した冷蔵庫においては特に、使用
者等の人の耳への耳障りな音の伝達を抑え、騒音を低減することができる。
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【０１２７】
　また、機械室の外郭１１４の裏面に真空断熱材２０２を帖着すると、圧縮機１２２，予
冷凝縮器１２３等発熱を伴う機器を収容する機械室１１３内から冷蔵室１０３等の庫内へ
の熱漏洩を効果的に高めることができる。
【０１２８】
　真空断熱材２０２は機械室の外郭１１４に予め組み付けておくことができるため、貼り
付け部位が樹脂成形で枠組みできるなど貼り付け精度がよく作業性もよい。また、真空断
熱材２０２の外被材の端部で発泡断熱材１２１の流動性を妨げないように端部を織り込ん
だりする処理を貼り付け部位の樹脂成形の枠組み内で行いやすくなり、最も温度差が大き
く断熱効果を要求される機械室１１３と冷蔵室１０３等庫内間の断熱構造としての信頼性
を高めることができる。
【０１２９】
　さらに芯材材料としてガラス繊維を選定すると、平面性が高く加工性にも優れるので機
械室の外郭１１４の各壁に帖着しやすく好ましいものである。
【０１３０】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の実施の形態３における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視
図である。
【０１３１】
　図において、外箱３０１は、機械室１１３の対応する部分が段差状に折り曲げられた凹
部３０２となった天面板３０３と背面板３０４とが２枚の側面板３０５に別々に接合され
、筐体を構成している。
【０１３２】
　凹部３０２に樹脂で形成した機械室の外郭１１４を重合させることにより、機械室相当
部分が鋼板と樹脂の二重構造になって構造強度が高められ、柔軟性部材等を介して両者の
接合構造に配慮をすれば圧縮機１２２や送風機１２８の振動，騒音の伝達をより抑制する
ことが可能である。
【０１３３】
　また、機械室相当部分を切り欠いて樹脂製の機械室の外郭１１４を嵌め込む方法でない
ため、切り欠き部周縁の接合部での発泡断熱材１２１のシール構造を懸念する必要がない
。
【０１３４】
　また、外箱３０１は、少なくとも両側面板３０５と天面板３０３とを分離された鋼板で
接合形成したものであり、外箱形成の自由度が拡がる。例えば、上記のような二重構造と
せず、機械室１１３の相当部分に切り欠き部を設ける場合は切り欠き形成が必要でなく、
天面板３０３の長さを調整すれば足りる。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、圧縮機上部配置型の冷蔵庫を高い品質で合理
的に提供することができ、圧縮機の騒音，振動の伝播を抑制し、庫内部品の共振音の発生
等も防止して使用者や居住者の不快感を拭うことができる実用効果の高いものであるので
、家庭用の冷蔵庫のみならず、圧縮機を本体上部に配置する機器の機械室構成として幅広
く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の機械室の斜視図
【図２】同実施の形態における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視図
【図３】同実施の形態における冷蔵庫の機械室を機械室カバーで覆った状態を示す斜視図
【図４】同実施の形態における冷蔵庫の正面図
【図５】図４のＡ－Ａ線における断面図
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【図６】本発明の実施の形態２における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視図
【図７】本発明の実施の形態３における冷蔵庫の機械室の組み立て状態を示す分解斜視図
【図８】従来の冷蔵庫の断面図
【図９】従来の冷蔵庫を後方より見た要部斜視図
【符号の説明】
【０１３７】
　１０１　冷蔵庫本体
　１０２　断熱箱体
　１１３　機械室
　１１４　機械室の外郭
　１１４ａ，１１４ｂ，１１４ｃ　機械室の外郭の壁面
　１１４ｄ，１１４ｅ，１１４ｆ　機械室の外郭のフランジ面
　１１５，３０１　外箱
　１１５ａ，３０３　天面板
　１１５ｂ，３０５　側面板
　１１５ｃ，３０４　背面板
　１１６，１１６ａ，１１６ｂ　切り欠き部
　１１７　平面部
　１１８　補強構造
　１１９　空間
　１２０　補強剤
　１２１　発泡断熱材
　１２２　圧縮機
　１２３　予冷凝縮器（凝縮器）
　１２５，１２５ａ，１２５ｂ，１２５ｃ　冷媒配管
　１２７，１２７ａ，１２７ｂ，１２７ｃ　連通溝
　１２８　送風機
　１２９　第１の区画
　１３０　第２の区画
　１３１　送風機の外郭
　１３２　段差部
　１３３　載置板
　１３７　補強板
　１３８　機械室カバー
　１３９ａ，１３９ｂ　排気口
　１３９ｃ，１３９ｄ　吸気口
　１４０　連結部材（取っ手）
　２０１，２０２　真空断熱材
　３０２　凹部
【要約】
　【課題】圧縮機を本体上部に設置する冷蔵庫において、組み立て精度，生産効率が高く
、音源から発生する騒音の抑制と、振動の伝播を抑制した冷蔵庫を提供する。
　【解決手段】外箱１１５の機械室１１３が対応する部分に切り欠き部１１６を設け、切
り欠き部１１６に樹脂で形成した機械室の外郭１１４を係合させ、この機械室の外郭１１
４上に圧縮機１２２，凝縮器１２３、強制冷却用の送風機１２８等を載置したものであり
、圧縮機１２２等を収容する異形で複雑な形状の機械室部分を樹脂成形で別途一体に形成
することができ、作業性の向上と組み立て精度の向上が図れる。また、鋼板製の外箱１１
５に対して材質の異なる樹脂成形の機械室の外郭１１４を接合することによって圧縮機１
２２，送風機１２８の騒音，振動が冷蔵庫本体１０１への伝播するのを抑制することがで
きる。
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【選択図】図１

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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